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4. 

豊かさを実感できる海の再生事業

事業イメージ

請負事業

平成27年の改正瀬戸内法の施行後５年の見直しについて、令和２年３月に
取りまとめられた中央環境審議会の答申を踏まえ、次の事業を実施する。

①地域における豊かな海づくりの促進
・地域における海づくりの取組支援(取組効果の定量的評価のための調査等)

②水環境の分析・評価、保全・管理方策の検討
・動植物プランクトン、底生生物と底質との関係に関する調査等

③里海を通じた地域資源等の保護・利活用方策の検討（新規）
・保全活動の象徴となる藻場・干潟、景観、生物等のリストアップ
・地域資源同士の連携方策（トレイルルートの提案等）の検討
・保全活動の活性化等の副次的効果をもたらす観点から評価・登録する制度の検討等

④気候変動による影響評価及び適応策の検討等
・シミュレーションモデルを用いた影響評価及び具体的な適応策の検討

① 湾・灘ごとの実情に応じた地域における取組を促進するとともに、その効果を広く発信し豊かな海づくりを推進する。
② 瀬戸内法の第19条の４に基づき、国が行うべき瀬戸内海の水質の状況やその他の環境の状況について調査を行う。
③ 新型コロナウイルス感染症収束後、地域の再活性化等にもつながる里海づくり活動を維持・継続・推進するとともに、

瀬戸内海の水環境の保全と水産資源の利用に向けた地域資源の保護・活用の両立等を実現する。
④ 気候変動による影響評価を踏まえ閉鎖性海域における具体的な適応策等を検討する。

「豊かな海」の確保の観点から、海域ごとの実情に応じた海域管理の実現に向けた取組を推進します。

【令和３年度要求額 154百万円（130百万円）】

民間事業者・団体

平成22年度～

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 電話：03-5521-8319

■請負先

①地域における豊かな海づく
りの促進

④気候変動による影響
評価及び適応策の検討等

地域における取組等の効果の定量
評価等地域の海づくりを促進

適
応
策
の
検
討

気候変動による水環境への
影響の懸念降水の二極化

集中豪雨の増加 気温・風などの変化

汚濁負荷の流
出の変化

大気－海の
熱・運動量交換

水温・水質・底質の変化
生物・生態系影響

全国に横展開し、豊かな海を実現

②水環境の分析・評価、保
全・管理方策の検討

水質の保全及び管理

貧酸素水塊の解消
底質環境の改善

生物多様性・生物生産性の確保

アマモ（藻場）

③里海を通じた地域資源等の
保護・利活用方策の検討

しまなみ街道自然景観・
文化的景観

持続可能な保護と
活用の両立

地域資源同士の
つながりの構築

地域資源のリストアップ

地域資源等の
評価・登録制度 保全活動の活性化

効果

カブトガニ
自然海浜

⇒


